
令和８年度４月転所の電子申請を行う前に
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その他，入力方法等にご不明な点がございましたら，

こども施設課にご連絡ください。（TEL：0823-25-3144）

児童ひとりにつき一つの申請が必要です。

（２人以上申請する場合は，児童ごとに申請してください）

幼稚園（１号認定）をご利用の方は，電子申請ではなく，施設
へ直接申し込みを行ってください。

※１号認定と２号認定の併願はできませんのでご注意ください。

広域入所の申請は必要書類をご準備の上，こども施設課（市役
所 本庁３階）へご提出ください。

必要書類をお手元に準備し，電子申請を行ってください。

電子申請を行った後，申請内容を修正するにはこども施設課へ
ご連絡ください。（TEL：0823-25-3144）

日本語が難しい方は，国際交流センターにご相談ください。
（TEL：0823-25-5607）



利用規約を確認の上，
「利用規約に同意する」
をチェックし，申請を開
始してください。

★注意★
申請が正式に完了すると，

こちらに表示のアドレスへ
noreply@mail.graffer.jp から
受付完了メールが届きます。
上記のアドレスから申込

みの結果等についてお伝え
する場合がございますので，
受信可能であるかスマート
フォン等の設定を必ずご確
認ください。 2

mailto:noreply@mail.graffer.jp


申込み児童の情報を入力

こちらを選択した場合は，下
に転入予定日の入力欄が表示
されます。転入予定日が未定
の場合は令和７年４月１日を
入力してください。
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申込み児童の情報を入力

該当する項目がある場合は，
チェックを入れていただき，
必要項目を入力・必要書類を
添付してください。

★注意★

※アレルギー，障害手帳，成
長に心配がある等に該当する
場合は，必ず申込み施設の受
入体制が整っているか，見学
などを行った上で申込みをし
てください。

見学等を行わずに申込みを
行い，後ほど行われる面接で
受入ができないと判断した場
合，希望施設どおりの調整を
行うことができなくなります
ので，ご了承ください。
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現在利用している施設の地
区を選択し，施設名を選択し
てください。

現在利用中の施設が一覧に
ない場合は「転所」ではなく
「新規」からお申込みくださ
い。



希望の保育時間等を入力

希望する保育時間及び保育
期間を入力してください。

なお，求職活動，育児休業
中の場合は保育標準時間を選
んでも，保育短時間となりま
す。

また， 1か月の就労時間や
介護時間が120時間未満の場
合，保育短時間の認定を行う
ことがありますのでご了承く
ださい。
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入所希望施設を入力

入所希望施設を入力してくだ
さい。

第2希望以降で転所希望施設が
ない場合は，《以下、希望施設は
ありません》を選択してください。

入所の可能性を広げるために，
できるだけ多くの施設を入力す
ることをおすすめします。

転所希望施設に転所できな
かった場合に現在利用中の施設
を再希望するときは，第２希望
以降に利用中の施設を入力して
ください。
※利用調整の対象となりますの
で，戻れる保証はありません。

面接の案内をした際に，辞退
することがないよう，実際に通
うことができる施設のみ入力し
てください。

面接後に辞退をされますと，
他の申込み児童が入所できなく
なりますので，そうしたことの
ないようお願いします。
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選択肢によって以下の入力
項目・必要な書類が変わり
ます。
（Ｐ９～Ｐ１１参照）
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入所月時点の状況が現在と変
わらない方のみ「いいえ」を
選択してください。
また，新しく生活保護や特別
児童扶養手当を受給された方
も「はい（保護者の状況に変
更がある）」を選択し，添付
①～③に写真を添付してくだ
さい。



保護者2人目の状況を入
力してください。

※ひとり親世帯の場合
【保護者2人目】児童との
続柄で，
「（保護者二人目は不在／
次の設問は～）」
を選択してください。
祖父母等と同居している

場合も，保護者2人目へ入
力する必要はありません。
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【保育を必要とする理由】による入力項目一覧

《疾病・障がい》

該当する状態を選択して
ください。

《妊娠・出産》
分娩予定月を含む前後２か月
の月末まで（計5か月）を《妊
娠・出産》を理由に保育所等に
預ける理由として認定できます。
（例：分娩予定月が５月の場合，
３月～７月まで認定できます）

《就労予定》
入所希望月の翌月から働く

場合は，《就労予定》を選択
してください。

（例：４月入所希望の場合，
５月に復職予定，もしくは
５月採用予定）

《就労》
１ヶ月あたりの就労時

間が48時間以上ない場合
は，入所することができ
ません。

「保育を必要とする理由」
が「1.就労」以外でも同様
に質問がございますが，ス
ペースの関係上表示してい
ません

※「児童の認定や保護者の状況に変更がありますか」で
「いいえ」を選択した場合，書類の添付は不要です。
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《介護等》
１か月あたり介護，看護に要
する時間数を入力してください。

【添付書類】
介護・看護申立書

＋
タイムスケジュール

＋
（介護・看護対象者の下記①・②・
③のいずれか）
①身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳 いずれかの等
級と有効期間の記載ページ
②診断書
③介護保険証

《災害復旧》
火災，風水害，地震などの
復旧にあたっている方はこち
らを選択してください。

《求職活動》
認定期間は３か月です。
３か月の間に仕事が見つか
らない場合は，原則退所とな
りますのでご了承ください。

《就学中》
就学とは，学校教育法第一

条に規定する学校，専修学校
各種学校その他これらに準ず
る教育施設に在籍している
（予定である）ことです。

または，職業能力開発促進
法に規定のある職業能力開発
施設等において職業訓練等を
受けている（予定である）必
要があります。

【保育を必要とする理由】による入力項目一覧
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《ＤＶ》
【添付書類】
保護命令等，DV状態があ
ることが確認できる書類

《育児休業中》
申請する児童の育児休業を理

由に入所することはできません。
入所する月の翌月に育児休業

から復帰する場合は，
《2.就労予定》を選択してくだ
さい。

《保護者二人目は不在（ひと
り親）》

※保護者２人目のページでの
み選択可能です。

《離婚を前提に別居中》

※保護者２人目のページでのみ
選択可能です。

【添付書類】
離婚を前提にした別居中等の
申告書兼誓約書

＋
以下のいずれか

調定調書（謄本），判決確定証明書，
判決謄本 のいずれか

調停期日通知書等，弁護士との離婚
協議依頼書 のいずれか

拘禁証明，拘留証明，留置証明，
在監証明 のいずれか

警察や家庭児童センターにおける相
談歴が確認できるもの，呉市で支援
措置を受けていることがわかるもの
のいずれか

《離婚調停終了》

《離婚調停中》

《拘留中等》

《DVによる避難等》

【保育を必要とする理由】による入力項目一覧
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申請児童，保護者を除く同
居家族がいる場合は，
「追加する」を押して入力し
てください。
最大６人まで入力できます。

※ 同時に申請するきょうだい，
既に施設に通っているきょう
だいの入力も必要です（加点
項目です）。
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他にも同居している家族が
いる場合は「追加する」を
押してください。

「未就学児」を選択した場合，
以下の項目を入力してくださ
い。

きょうだいが入所中（申込み
中）の施設を選択してくださ
い。
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世帯の状況で該当する項目に
チェックし，必要書類が必要な場
合はページ下部の添付①～⑥に添
付してください。

育児休業から復帰して保育士とし
て勤務予定の方も「はい」を選択
してください。
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育児休業を取得中の場合以下
の項目も回答してください。
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同意事項を確認し，チェックを
してください。
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登録いただいたメールアドレ
スに【noreply@mail.graffer.jp】
から申請完了メールが届きます
のでご確認ください。
メールが届かない場合は，
メールの設定をご確認ください
（ゴミ箱に入っていないか等）。

★注意★

申請不備による再申請や入園
辞退による取下げ等に利用しま
すので，メールは削除しないで
ください。

「この内容で申請する」を
押したら申請完了です。
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